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学校においては，教科等指導，生徒指導，学級経営など，全教育活動を通じて，人権
尊重の精神に立った学校づくりを進めていくことが重要です。
教職員による厳しさと優しさを兼ね備えた指導と，全ての教職員の学校づくりへの参
画意識，人権が尊重される学校教育を実現するための環境整備の取組が大切であり，こ
うした基盤の上に，児童生徒間の望ましい人間関係が形成され，人権尊重の意識と実践
力が培われていきます。

○ 人権尊重の視点に立つ教科等指導
「一人一人を大切にし，個に応じた目的意識のある学習指導に取り組む」等の
教育目標の共通理解を図るとともに，学ぶことの楽しさを体験させ，望ましい
人間関係等を培い，学習意欲の向上に努めることが求められています。

○ 人権尊重の理念に立つ生徒指導
「自分の大切さとともに他の人の大切さを認めること」ができる人権感覚を育
成するとともに，児童生徒一人一人の自己実現を図るために，自己指導能力や
問題解決能力の育成に努めることが求められています。

○ 人権尊重の視点に立つ学級経営等
自他のよさを認め合える人間関係を相互に形成していけるように，児童生徒
一人一人に自他の大切さを強く自覚させるとともに，児童生徒が日頃から人権
学習に親しむ機会を提供していくことが求められています。

安心して過ごせる学校・教室

頑張ったことを頑張ったねと認め合い，
「互いに支え合う」人間関係

分からないことを分からないと言える，
「分かるまで高め合う」人間関係

一人一人が大切にされる授業
互いのよさや可能性を発揮できる取組

つらいことをつらいと言える，
「共につらさを乗り越える」人間関係

互いのよさや可能性を
認め合える仲間

生徒指導

学級経営等

自信自由 安心

人権尊重の精神に立つ
学校づくり

人権が尊重される
人間関係づくり

人権が尊重される学習活動づくり

人権が尊重される環境づくり

Ⅰ 人権尊重の精神に立つ学校づくり
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１ チーム学校で取り組む校内組織の構築
社会や経済の変化に伴い，児童生徒や家庭，地域社会が変容し，学校教育に関わ
る課題が複雑化・多様化しています。様々な人権課題の解決を図るには，人権同和
教育担当者だけではなく，学校全体で組織的に取り組んでいくことが重要であり，
学校の実情によっては，学校医や専門家の協力を求めることも必要です。
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２ より効果的に推進するために
(1) 推進体制の確立

校長のリーダーシップの下，全教職員が人権教育の目標や計画を共通理解し，
共通実践していくことが重要です。そして，人権教育の実施状況については，適
宜，点検・評価を行うとともに，更なる改善・充実のための方策を明らかにし，
次年度の計画につなげることが大切です。特に，人権同和教育担当者は，管理職
と連携を図りながら，人権教育に関する企画立案や校務分掌間の連絡調整などを
行い，取組を一層充実させる必要があります。

(2)  教職員の研修の充実
人権教育の年間指導計画に基づき当該年度に取り組む人権教育の目標，内容，
方法等に応じて，必要な研修計画を作成し，これに沿った研修の取組を進めるこ
とが大切です。また，教育を取り巻く状況や，教育活動の現状を人権教育の視点
で捉え直し，児童生徒の理解や指導方法等に留意しつつ，学校の実態に応じて研
修内容の充実を図ることが重要です。

(3) 保護者・地域の方々との連携
学校における人権教育の取組は，家庭・地域，関係諸機関の人々をはじめ多く

の人々に支えられてこそ，その効果を十全に発揮できるものであり，家庭・地域
等へ人権教育を推進するための明確なメッセージを積極的に発信していくことが
大切です。
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◇ 効果的に推進するための留意点

点検・評価
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推進体制の確立・共通理解

共通実践
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○ 人権教育の目標設定において
� ഫ�ûࠇՊाÿͦԲüڳêĜҡʡÿऻࡲæģܻ௰üۑèð߁ø�6ࠇՊÝ
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○ 人権教育の共通実践において
� Ϊ�ΪѷԚ˚੧ùࠇՊҡʡÿஞùÿЈģೀΠüèࢪ�ҡߠʯÝࠇՊҡʡ
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○ 学校としての取組の点検・評価において
� ⅚ⅽⅻ⅔ↁ ģκയèðҡߠʯࠂۋÿਮՉģۢڞèðěܘ�ҴͲࢧÿࢾ܈ùè÷�ҡ
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「チーム学校で取り組む人権教育」を効果的に推進するための視点

ࢾě܈ÙĜðĒü�ΪׁÝäĝďøÿκÿঘøࡈģࡁढࠄՊҡʡÿࠞࠇ
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効効果果的的
な推進
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３ 学校における研修の充実
(1) 人権教育に係る研修の必要性

教職員は，児童生徒の人格形成や人権意識の醸成に極めて重要な役割を担っている
ため，人権に対する正しい理解と人権尊重について高い認識をもつ必要があります。
また，学校における人権教育を推進・充実させていくには，学校としての組織的な
取組や指導内容・方法の工夫・改善が必要になるので，こうした活動をより実りある
ものにしていくためにも，教職員の研修が重要となります。
このような観点から人権教育に係る研修は，年間の研修計画に明確に位置付けてお
くことが大切です。

(2) 人権教育に係る研修の計画への明確な位置付け
ア 研修計画の作成
人権教育の年間指導計画に基づき，当該年度に取り組む人権教育の目標，内容，
方法等に応じて，必要な研修計画を作成することが大切です。その際に，県や市町
村教育委員会が示す方針や児童生徒の実態，人権教育の進捗状況を的確に把握し，
その結果等を踏まえた改善・充実のための方策を明らかにして，計画に反映させる
ことが重要です。

イ 研修内容の改善・充実
研修内容については，人権教育の基本的な考え方を学ぶ講義や，人権感覚を高め
るための参加型学習など，教職員の多様なニーズに応えるようにすることが望まれ
ます。そして，前年度の評価結果や求められる教職員の資質・能力を基に，研修内
容に改善を加える必要があります。さらに，学校教育を取り巻く状況や，教育活動
の現状を人権教育の視点で捉え直し，「児童生徒の理解や指導方法」等の観点に留
意しつつ，学校の実態に応じて研修内容の充実を図ることが大切です。

ඟÙāࠇ�ՊüЈêĜঀਘ൛ͦģ߶ĒĜðĒüࠇ�Պÿථڍĕ
եߑüõÕ÷ÿঀࠇ�ۑՊüЈêĜృÿঀۋ�ۑऒÿࠇՊģന֖
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教職員が身に付けるべき「資質・能力」（MomGs）
め い 質・ 力 修の内容（

人権を守る
実践的な行
動力を身に
付けるには

◇問題解決力
◇指導力
◇人権意識・意欲・態度

・人権教育に係る学習の授業研究
・ワークシート集を活用した指導法
の研究

人権に関す
る知的理解
を深めるに
は

◇人権に関する情報収集力
◇法律･用語等の習得･活用
◇個別の人権課題の認識

・人権教育資料の読み合わせ
・アニメ「めぐみ」等のビデオ視聴
・ｅ-コンテンツの活用
・校外における研修会等の報告

人権感覚を
磨くには

◇共感する力
◇イマジネーション力
◇特定職業従事者として
の自覚

・外部講師，専門家等による講話
・ハンセン病療養所への訪問
・リフレ－ミング等の参加型学習

※ 「MomGs」の構成要素は，令和２年度版「なくそう差別 築こう明るい社会」に掲載（P.22～P.25参照）

《学校における校内研修（例）》

一

夏
期
休
業

学
期
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�ڗלģޓᘼè÷ÿלෝ

二
学
期

ҴՎѴܘਮģ÷ðڭՊҡʡüࠇ�

ÓĜढ՛κÿҒড়൛ͦߡĠìðએՊܳІüࠇ�

三
学
期

�ׁÿՎͥܢ੧ü̷ٴèðҡߠʯüęĜష

ù͑ा̀ࡆੇü֦âðਮՉ�த̵üРöàہ�

【人権教育に視点を当てた授業研究（例）】
ȍ ڥ�ŠŭŷŊħĦҡʡف�൛ͦҡʡûúùÿЈģ࠘ě�
�Պ7ģŊࠇ6ŢüèðΪܪκģࠄĒĜܘҴÿՎѴ
Ȏ Պന֖ࠇ�Պஞ֔öàěࠇ�Պÿ͊˕7ģড়èðଷணͥࠇ6
ʉʯģĶĽŌŊħ�Ņŧ�ùèðܘҴ੧ࠇ�ՊüõÕ÷ÿܘҴģ
ܶঘਘ�ओೌਘüਦͽêĜࢾ܈üõÕ÷ÿۢ࢟ਘûৄ؞ՎѴ
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(3) 家庭・地域との相互理解
人権教育においては，家庭や地域社会との連携・協力が不可欠であり，相互の共通
理解の下，指導に当たることが大切です。そのため，学校は保護者や地域の方々に対
し，「学校便り」などにより，身近な人権問題や教育上の諸問題についての情報提供
をしたり，人権学習に係る家庭教育学級や講演会を開催したりするなどして，啓発活
動の工夫を図っていくことが必要です。また，地域の方々の参加や協力等を得て具体
的な連携の取組を進めることも大切です。

◇ 外部 の活 に たって

《講師を依頼するまでに》
` ģڗלÿþĚÕü̔éðܢ৺Ā�ҡʡʉʯͥùԒģ࠘ěûÝĚ�Վࢠÿڗל
Ϲ൛ߠù࣠ॾè÷ࢠ৺êĜ�

` ڗלÿޓᘼüðô÷Ā�Ϲ൛ߠģ֥࣡ùè÷܊इÞģࠄĒĜ�

《講師との打合せにおいて》
` Վܢÿܑڟ�ʅൈમതģࡺೀè�þĚÕü̔éðלෝùûĜę×üêĜ�
` �ě�મതģΠêĜ܈âܕüࢦڸ�ൽĀڳയêĜڊÝڗל

《研修中において》
` ਚࡲûணե੧ÝÓôð߈Ā�îÿ߈øंĕÜüत̔êĜ�
^ ०۴ùè÷
� �êĜࡍܢෝÿঘøלÝîÿࠂۋڗל�੧øঀĚìڨüᕚڗל
� �êĜࡍø߈൷֍êáîÿܨෝל�ÿ൷ͦÿ̰ڗל
� �êĜࡍûଷըüõÕ÷ēഫüࡲ۴ÿਚ̷ٴ
^ ÷۴ùè̷ٴ
� îÿ߈ø�०۴üęĜࡍÝûÜôð۴ࡢݎ�߈Ý०۴üࡍ
ģࣹê�

《研修後・学習後において》
` Ϧ࣑ģݯÜìĜûú۴̷ٴ�ÿܕâڡĒģΠêĜ�
` Ϧ࣑੧ÜĚІʛôðۑÝÓĝāࡺੇت�ೀêĜЯͥģࡷâðě�ΪĄৎ
èģèðěè÷ۑģͲĒĜЯͥģࡷ৺êĜ�

ඟÙā�ૈঈږøĀ�Ϊ
ׁ�̼৽�ঁʠ۲ͥÝʤढ
ùûôðࠇՊҡʡÿࣣਘ
ûࢾ܈ģۢ࢟êĜðĒü�
ࡷђģͥࠄࠞՊҡʡࣣࠇ
ঈè�ૈіঁʠࠇՊįŰŷ
ń�ģْࡆêĜûúè÷ঁ
ʠࢪढøࠇՊʍۑģרĒ�
ʤࠇʤࠇģऻࡲüèðҡʡ
ÿܺۢüĒ÷Õďê� 【日吉地域人権カレンダー】
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の
設
定
を
工
夫

` Ыצڸܪĕࡐκढ՛�ҩಣ�Ј߮੧�Ϊܪ
ʍഽĕݍܪÿੇÕģ૮ɦè�ഫ�ûڭਮÜ
ĚͦԲøÞĜę×ü͑ाࡷ৺ÿ֯ģך×�

` ͑ाͦԲÿðĒÿߌషĕڳൽģݞêĜû
ú�ଷॕॼ;ü̔é÷�ΪܪÿՓড়èģēô
÷ԡ͜ģ÷ĜðĒÿڛ˽ģך×�

` ԋܪમതü̔éðΪܪÿۢपĕΪࡐڻ
पģओഫüࡷ৺èॆࢠ�ÿģēðìĜ�

` ղۋ�ĕుృÝĒĚĝðě࣑ûଷۋ
�ģ֯èðěêĜ߈øÞĜॆࢠ

` Ҕඋè÷κøÞĜ߈ģ֯è�ևÕÿד
ÙĕుృÿęæüвÜìĜ�

` ऒ۴ÿଷըĕْரÿęæüвÞ�Ϊč
×ùêĜपੇģʡ÷Ĝ�

` ऒ۴ÿвڿòĕ߈ģדÙ÷ۋ௰ÿը
ģࡆ׃�ॆࢠêĜपੇģʡ÷Ĝ�

` ओഫûணեుృģਃۈèॆࢠ�ÿģഝÙĜ�

` ుĕڇÿܪाĕͦԲుృ�Ϊ͑ܪऒÿΪۋ
ďùĒు੧ģ߰ěచô÷֚൪êĜۀІģࡷ
৺è�ऒ۴ÿ̀ࡆüΪćùùēü�؇֍ÿ
Ϊ͑ܪाĕుృüõÕ÷ॆࢠ�Բ৺øÞĜ
�ģ֯êĜ߈

学習過程 授業で配慮したいポイント・留意点

〔人権が尊重される授業づくりの視点〕

学習問題
（めあて）を
設定する。

課題解決の
方法につい
て見通しを
もつ。

学習問題
（めあて）を
解決するた
めの思考活
動を行う。

学習の振り
返りと学習
の成果を確
認する。

４ 人権尊重の視点に立った学習活動づくり
(1) 人権が尊重される授業づくり

人権教育は全ての教育の基本であり，日々の授業における活動の一つ一つが，人権
尊重の精神を醸成する重要な場面となります。人権が尊重される授業づくりに当たっ
ては，次の主な視点に基づいて授業を構成することが大切です。

ね い

Ϧģēðìكղऌۋ
Ĝڛ˽ģ֯

�è÷ÕĜ7ùÕ×ۢϦģēðìĜ̷ٴҴüܘ�6
�௰Ýஒവùæĝ÷ÕĜ7ùÕ×ۢϦģēðìĜۋ�6
�ҡࠂۋڗÝʤࠇʤࠇģऻࡲüêĜࡂړģۈê�

ҒϦਘࠇІЈԂģʡ
ģ֯˽ڛêĜࡆ

�âĝĚĝ÷ÕĜ7ùۢϦøÞĜʇвģõàĜܕ௰Ýۋ�6
�6ҒüΪĄ×ঙІñ7ùۢϦøÞĜʇвģõàĜ�

ࢠղۋ �ॆԲ৺ÿ߈
ÿࡷ৺ģ֯

�Ϊ͑ܪाĕԡ͜ģॆࢠêĜЯͥģਃҍêĜ�
�Ϊܪમത�ΪܪҡلģॆࢠêĜЯͥģਃҍêĜ�
�ΪܪుృģॆࢠêĜЯͥģਃҍêĜ�
�ணեుృģॆࢠêĜЯͥģਃҍêĜ�
�Ϊܪԋपĕ߈ģॆࢠêĜЯͥģਃҍêĜ�
�߰ěచěÿుృģॆࢠè�ևÕÿΪĄģ֚൪êĜЯͥģਃҍêĜ�

な
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① 体験すること ② 話合い ③ 反省（振り返り）

④ 一般化⑤ 自己の行動や態度への適用

⌊⏱⏿ࡲਮ␃⏼⏜⏾ଅ൴⏱␣⏫␀⏤ऻ␆ہ⌌␇ف␆ښ␆Պҡʡࠇ⌌⏢␂

⌌教育の中立性の確保 個人情報やプライバシーに関することへの配慮

効
果
的
な
学
習
サ
イ
ク
ル

�êĜ̷ٴ

(2) 人権教育の効果的な指導方法
児童生徒の人権感覚の育成には，様々な学習活動の中で，児童生徒自身が「感じ，
考え，行動する」こと，つまり，主体的に学習に取り組ませることが必要不可欠なこ
とであり，人権教育の指導方法の基本原理として，児童生徒の「参加」，「協力」，「体
験」を中核に置く学習形態が大切です。このことは，学習指導要領における「主体的･
対話的で深い学び」につながるものです。

ア 「参加」，「協力」，「体験」を中核とした学習形態

イ 「体験的な学習」に関する学習サイクル
「体験的な学習」(参加型学習)に取り組む際は，体験自体が目的とならないよう
にすることが大切です。例えば，ボランティア活動の体験を行ったとき，まずは体
験後に気付いたことを話し合って体験活動の内容を深めます。次に，話し合った内
容をもとに，日頃の行動との違いがあるのかを振り返ります。そして，「ボラン
ティア活動は自分自身が自発的・主体的に問題を解決しようとする姿勢が大切だ。」
などのように自分の生活に生かせるように一般化します。こうした流れを経て，体
験したことが，自己の行動や態度へ適用されていきます。

ùΪѷࠂۋ௰ۋ�Ýࡐڻ
ܶॶÿࢪʯüùô÷ഋ˭ùûĜ
ę×ûԵ̀ģѯĒ�ঙІ
ùҔඋèûÝĚࠄĒĜ�

� ਘüκêĜ૧උࡷਘ�Մټࡐ
� ଅ൴ਘڿڛ�ਘøüಠòð
ІЈԂࠇ
� ۲ͥਘщ૧ĕۋऎϦߌ

Ϊ͑ܪाÿଷՓĕΪܪÿમത
ÿॆࢠ੧üęě�é
ÙģēõûúÿঙІד
ùʤݭü܇ढਘüΪܪ
ü

� ऒ۴ÿʍՓģԃীêĜඋ
� ऒ۴ÿĐĕӘèĐüҒϦêĜඋ
� ऒ۴ģऎ݃èۋ�௰ÿԲॹùך
ʑüģ×උ

Ý�ӝढਘࠇʤࠇʤࡐڻ
ûκĕढ՛ģড়è÷
ाģଷՓèðě�îÿͦ
Բుృģ१ѴèðěêĜ�

� ߮ù૨ùढģÜìٜךڰ�

֕èûÝĚࠂģēô÷Ϊćäùü

ęĜࡐÞðঀۑĕщ૧

ĕ උ
 ù ߶

ࠇ

学習形態の内容 身に付けることができる力

ℭℭ6ढ՛7Ā�ű�ů
śŰĨŷĴ�Ļţũ
Ű�Ļūŷ�ōŭŢ
ûúÿ܊ృüęĜэ
ढ՛ēࡴढ՛�Іڹ
Ўďĝďê�

参
加
的

な
取
組

協
力
的

な
取
組

体
験
的

な
取
組
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(3) 同和問題（部落問題）に関する学習において大切にしたいこと
同和問題に関する学習においては，「差別の悲惨さ」のみが強調されることがないよ
うに留意する必要があります。「厳しい差別の中をどう生きたのか」，「差別を乗り越え
る生き方とはどういうものなのか」など，生き方を学ぶ学習になるよう，以下の留意
点を踏まえた授業づくりを行うことが肝要です。その際，一人一人が学習内容をどの
ように受け止めているかの把握も重要です。

※ 平成30年度版「なくそう差別 築こう明るい社会」（P.14参照）
※ 授業実践例の指導案をホームページに掲載（P.37参照）

ȍ ܪР⏽⏜⏷Ϊ␃ۑڍථ⏜⏯ࡍ

୷؝ఐൌÿථڍਘнգüЈêĜҡ̾ݯÿлݐĀ�нգÝӍ࠼*ׄյۀह+ęěࢦÿ
�üہ��7ùணлæĝ÷Õďêࠇ௰ÿࠂఐæĝ÷Þð؝हüÓĜäùÜĚ6ÞĄèàۀ
6૪�֯7ނ�üࠂ௰߁ÿ̰߁ЈԂĀûÜôðäù�6Ùð7ࠂ௰ĕ6ăüĤ7ࠂ௰Ā�
ڐĕசࡃ�াࠇùÿࠂ௰ЈԂüÛÕ÷୷؝ఐࠂ௰øÓĜäùģೀΠüêĜùÕ×ʍಣ
ø�6சࡃĕাࠇùĀఐüࠂ௰߁ÞĄèà؝ఐæĝ÷Þð�7ࠇùлݐæĝ÷Õďê�
æĚü�нգÝӍ࠼ʂࢦùÕ×äùø�ூĕ୕ÝõàôðùÜ�ঈÕðùÕ×лݐĀ�
�æĝ÷Õďêݺٓ

Ȏ Ϊ␎␑⏥␇⌌⌽ ഄв␀ঀԍ⌾␣⏥ࡐ ␃ಠ⏷⏭␤⏷ࡐ⏥ు

Іùè÷ÿրěģۚĠë�ഄࠇఐÿঘģ؝úÛě՟èÕڼ�Ā�ࠇఐæĝ÷Þð؝
вùঀԍģऌ௰üÜì÷ࡐÞ଼Õ÷Þďèð�ୱΩࡕரĕ֯ؽ௮੧ÿࣸࡕûúÿټҴ
ĕୖ�৽˶ࡨ�Βöàěûúÿщݏ�૧ûúÿਯ੫ԧ૧ĕʝΪ੧�ďð�ԣ٣ÿనݳ
ਘûڸڇüĐĚĝĜۃɺ੧ē०Õ�۲ͥģڛÙďèð�äÿę×û̱ÿࣸࣅ�ԛޑ੧
üĒ÷Þðۢڸùì÷�îĝĚÿ˚ĐÝ؝ఐüõûÝĜäùÿ൛æģ̕æÙĜ
äùÝऻࡲøê�ďð�äÿę×üè÷؝ఐÿঘø܉ěר�Ē÷ÞðēÿÝ�եૈ�ك౾
ģहணêĜਯ੫֯ԧĕਯ੫ԧ૧ùè÷࠼�üրĜૈ౾̱ÿʤ८ģ०ô÷ÕĜùÕ×
äùüēвÜìðÕڸఅøê�
ûÛ�ऻࡲüèðÕÿĀ�щݏģרĒ�ĒĚĝĜڸڇģèðÜĚ6êåÕ7ùêĜ
ΪܪøĀûà�îÿäùēЎĒ�ಿ ģॗ×Čúÿ؝ఐÿঘģࡐÞ଼ÕðùÕ×ࡐÞుģ
Ϊćäùøê�

ȏ ঘΪׁථڍҡ̾ݯ␃лݐ⏭␤␣⌽ ୷؝ఐࠂ௰ծު⌾⌌ ⏵⏫␃␙␡␤⏷ʍಣ

6Ùð7ࠂ௰�6ăüĤ7ࠂ௰ùÕ×യ֔Ā�ঘΪׁĕר੧Ϊׁ੧ÿ۲ͥ̾ÿҡ̾ݯü
лݐæĝ÷Õďê�äÿയ֔Ā�Õථڍÿঘø�6ࠇģఒđ7ըളùè÷ڊയæĝ÷
ÞðùÕ×ۢڸÝÓĜäù�îè÷�ൌ؝ఐĕఔՓģûàêðĒü�ÓÙ÷�äÿയ
֔Ýҡ̾ݯüлݐæĝĜę×üûôðäùģܻ௰ۑè÷ښêĜஒവÝÓěďê�
èðÝô÷�äÿയ֔ģ؝ఐĕఔՓģûàêਘʂøڊ×äùĀ�îÿۀਮø؝ఐ
ģèðäùüûĜùÕ×äù�îè÷�؇øēäÿയ֔ü߶àݻõâĚĝ�ͭ èÕڙÕ
ģè÷ÕĜࠇ�ÝÕĜùÕ×äùģࡐü൛ͦæìĜäùÝऻࡲøê�ûÛފ�Ϊׁÿ
ҡ̾ݯüĀ�ӝढਘࠂ௰ಾģۈè÷ÕûÕäùüܻ௰൭ʍêĜஒവÝÓěďê�

Ȑ ොा⌽ ௰␃ʲ⏥У⏳⏾⌾ۋ

ොाüЈêĜΪܪģܺۢæìĜüĀ�ʤÿҡߠʯĕҡ̾०ďÜìÿΪܪøĀ
ûàߠࢪ�ʯø܈ěࢾđஒവÝÓěďêׁࢪ�ढࡁÿ̰øࠇ�Պොҡʡÿࢪढԡ͜ĕ
Іښԡ͜üРöÕ÷ڻ�ࡐÿࠇՊüЈêĜঀਘ൛ͦģ߶Ēࠇ�ՊϦģרĒĜ
äùÝ݃വøê�ďð�ොाģΪĤñڻࡐü�6ࡦÿݎെ7ڸùÕ×ࣾÙుø
ÙæìĜäùÝד÷Ġìěÿाù݃þܞÿࠂκĕࡐ௰ÿۋ�ĠĚìĜÿøĀûàܨ
ऻࡲøê�îè÷؝�ఐĕఔՓģ҄æë�ûàè÷Õä×ùêĜʇвöàě*ঙІöà
ě+ùЈâĜäùÝҷĒ÷ऻࡲøê�
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ࠕ ࡘ ࡚
ࠋ
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(4) 新たに発生・顕在化した人権課題に係る指導について 
ࠕ ᣂဳࠦࠬ࡞ࠗ࠙࠽ࡠᗵᨴ∝ߦ㑐ㅪߩ߳ᮭੱࠆߔ㈩ᘦߦଥࠆᜰዉߡߟߦ

ᣂဳࠦࠬ࡞ࠗ࠙࠽ࡠᗵᨴ∝߇ᄢࠆߔਛ㧘ఽ┬↢ᓤ߇Ꮕ߿╬ࠍฃߣߎࠆߌ

ࠇߣ߇ⴕേߚߠၮߦቇ⊛ᩮ⑼߿ᖱႎߥ⏕㧘ᱜߦߚࠆㅍࠍᵴ↢ߡߒ㧘ᔃߊߥ

ޕߔߢᄢಾ߇ߣߎࠆߔᜰዉߦ߁ࠃࠆ

※ ワークシートをホームページに掲載（P. 37参照）

《リーフレット「新型コロナウイルス感染症に負けないために」を活用した実践例》

【学習内容】
ȍ ߱ԉķűŎĪĨůĽϦޥüõÕ÷ÿࡺ
ೀģÞ�äÿĪĨůĽüĀ�நвģϦ
æìĜʂüēʛôðЙģēô÷ÕĜäù
ģঀĜ�

Ȏ �õÿ6äĠÕЙ7üࡐκÝ߰ěͧæĝ
ûÕę×üêĜðĒü�ú×êĝāęÕÜ
�ÙĜד

ȏ �õÿ6äĠÕЙ7üò֦Ü×ðĒÿ
�üõÕ÷ঀĜך

Ȑ ௰ۋҴģ߰ěచě�äĝÜĚÿܘÿۀ౾
ðòÿךüõÕ÷ďùĒĜ�

⑸͆⏿؝⏷⏰ࡐఐ⌎ఔՓ੧ঀ⏻⏷ɞ␆ഋژ⏤⏼⏧⏻⏷
③⑸⑃⏿⏱⌋⑂⑴⑄ߡ␆⑵⑧⑾ࠂ␃⏩⏾⌌⌽⏷⏸⏜␖⌾⌌
⌽⏢⏣⏠␢⌾␆вڿ⏹ண⏱κֳ␙⏾⏜␖⏱⌋ ⑵⑧⑾⏤ணե⏱
␣⎞⏼␆ඔ␇⌌ঁʠ␀̼৽␀Ϊׁ⏿⏱⌋ڻۏږҸׄފΪׁ
⊚⊞⊋␆⑬⑾⌤␇⌌⏫␆⑵⑧⑾ْۋ⏯⌌⑂⑴⑄⑵⑧⑾␆ඔֳ⏪
␣˕␃ࢾ␢܈⏿⏜␖⏱⌋

ȍ ᶇᵿ൛ͦᶉᶻࡍ
షߌ⏜⏯ࡍ⌌␚␃␙⏷␣⏱ޟఐ␜ఔՓ੧␆␚␀␀␂␣⌽ɺ⌾ͦ؝ ⌱֠ਘЯЈ⏤
ਃҍ⏱␣ߌష⌲ ઌ␣⏫␀ ⌌ Π⏣␂ߌష␃⏭␤␣⏫␀␂⏧⌌؝ఐਘ␂ը␃
ৄ⏯␂⏜⏫␀⏤ऻࡲ⏿⏱⌋

Ȏ ɺᶴᶯ᷂ʤࠇᶗాᵸᶃᶮᶚᵴ
߮ଅ␂⏫␀⏤⏚⏻⏷␡⌌ʤܞ⌌⏲␖⏠ా⏿ࠇʇ␆ࠇ␃࣠ॾ⏱␣⏫␀⏤ऻࡲ⏿⏱⌋

ȏ ᶉᶻࣲ࣑ᶑ᷂ڿᶞв܊࣠
Ϧ۴⌌֤۴ߢࡴ⌌ʝඁܼ۲ͥ⌌۴ڸЯ૧␆ʕڿ␃⏚⏷␣ు੧␀⌌⏵␆̼आ␃
त⏱␣֕ͦ␜ఔՓ␃Р⏽⏧؝ఐࠇ⏷⏩ܕ⏤␁␆␠⏞␂вࣲ࣑⏣␣␂␃⏹ڿ⏱␣
⏫␀⏤ऻࡲ⏿⏱⌋

Ȑ ᶞ᷂أॹᶑࡲᶻ
Փ⏠␂⏜⑶⑄␐␆ɺ⏣␡⌌એ৺␆त Ճɥ␆त؝⌌⏿␀⏫⏞␖⏯⏾⏯␀⍭

ఐ␜ఔՓ੧⏤н⏫␢␖⏱⌋⏫⏞⏯⏷␆أॹ⏹ࡲ␣⏫␀⏤ऻࡲ⏿⏱⌋
⍭ એ৺␆त ⌫ Ϧޥ⏤ֳ⏤⏻⏾⏜␣ঁʠ␃ܹ⏿⏜␣ࠇ⌌⏯⏾⏜␣ࠇ⌌⑩⑄

␁␂ࠇ⏷െ␡⏣⌌ࠇ⏜␂⏜⏾⏯

【シトラスリボン】

ねらい： ߱ԉķűŎĪĨůĽϦޥüõÕ÷ÿࡍèÕߌషüРöàਚࡲû
ॹך�ÝøÞĜę×üêĜ�

シトラスリボンプロジェクトを知っていますか？
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イ 性の多様性の理解に係る指導について
性の多様性を扱う学習においては，「性的マイノリティ」や「ＬＧＢＴ」という
語句の説明だけに終わると，児童生徒が「自分とは違う人たちのこと」と捉えてし
まいがちなので，「性の多様性を尊重する」という姿勢を大切にして取り組む必要
があります。

《教 での り扱いについて》 ◇ 教科書の出版社によって内容が異なります。

ȍ ÷üÛÕښΪׁøÿފ

⌎ ⌽ക␋⌾␜⌽࣫⌾੧⏿⌽ࡅఐ⌾Ј⏩␣ೌ߈⏤Փ␡␤␣␆⏿⌌ʤࠇʤࠇʓ␂␣
⌊⌲␃⏼␂⏪␣⏫␀⌱৳Ϊך␜पੇ␣⏱␀⏞⏢␙␤⌌⏩ܕ␀⏫␣⏚⏤⏜ڙ
⌎ ʤࠇʤࠇ␇ओഫ␂ऌك⏿⏚␢⌌⌽ࡅఐ⌾␀⏜⏞ʤ⏼␆ऄࡅ⏿␖␀␙␣⏫␀⏤⏿⏥␂⏜
⏫␀␃в⏣⏳⌌և⏜␃␙⏜⌌ऎ݃⏯⏞पੇ␜ך␃⏼␂⏪␣⏫␀⌱ঘΪ⌲⌋
⌎ ⌽ࠂढ␆ࡅ␣␂␃⏥֫⌎ࡅ␆߮⌎ࡅ⌾␀⏜⏞ٲവࢽ⏣␡⌌⌽ࡅ␆⏚␢ు⌾␇⌌௧٪⏿ओഫ
⏿⏚␣⏫␀̕⏭⏠⌌ࡅਘ⑩⑵␆۴ڸ⏸⏩⏤એఐ⏿␇␂⏧⌌ࠇ␆⏾ࢪ⏤⌌⌽ओ
ഫ␂ࡅ␆ʤʯ⌾⏿⏚␣⏫␀ר≳␀⏫␣⏱␃⏞␠␣⏥⏿ۑΪ≳⌋

Ȏ ঘΪׁøÿښüÛÕ÷

⌎ ૈ؆⏣␡⌌և⏜␆␠⏭␜ʛ⏜␙ࡅ⌌␃␚␀␀⏞ਘ⑩⑵␆۴ڸݻ⏼⏩
␣␠⏞␂ը⏤␂⏜⏣և⏜␃টʍ⏯ࠇ␂⏞␠⏞ІЈԂ⏽⏧␢␃␙␣⏫␀⌋
⌎ അࡅ␡⏣ࠇਘ⑩⑵␆۴ڸ␃Ԃ␣࣠ॾࠇ౾⌌␇␃ۀ⏷⏩ܕ␆␗␜ೂ⏜
⌊␀⏫␣⏱␃⏞␠␣⏥⏿⏤␀⏫⏱␡⏨␙⏜ڙ␃

ȏ ÷üÛÕښ੧Ϊׁøÿר

⌎ ␢܈⏾⏯␀షෝाߌ␂⏞␠␣␂␀␗ඡ⏾⏻␀␃۴ڸਘ⑩⑵␆ࡅ
⌊␀⏫␣␙␤␣ϴҙ⏽⏧␢␃⏩ܕࡅ␂ओഫ⌌⏪߁

⌎ ਘ⑩⑵ࡅ⌌⏤␀⏫⏞⏯൛ͦ߶␙⌌և⏜␃ऎ݃␆ࡅʇ⏤ओഫܞ
␆ޟͦ␆⏭␡⏽⏥ࡐ␣⏠ా⏤۴ڸ␃⏼␂⏤␣⏫␀␃в⏣⏳␣⏫␀⌋

Õõē֦Þô÷ÕĜڻࡐÿঘüࡅ�ਘŢĨŒŮŊħÿڸ
۴ÝÕĜÜēèĝûÕùÕ×דÙģēò�യʍûըģè÷Õû
ÕÜûúߋ�üĦŷŊŎ*ࠇՊϦ+ģרàēõäùÝ݃വøê�

ěďĝ÷ÕďìࡑവඊüښܪĀ�ΪܪਘŢĨŒŮŊħüЈêĜΪࡅÿࡐڻ
ĤÝ�եךÿފঘΪׁÿҡ̾ݯøĀ�6æďçďû7�6ࡅढÿࡅù߮ÿࡅÝ
òÝ×7ùÕ×ணեøлݐæĝ÷Ûě�ओഫࡅģĒ�ʤࠇʤࠇģऎ݃
êĜäùÿऻࡲæģΪćમതÝ܈ěɯĠĝ÷Õďê�ďðׁר�ÿҡ̾
ਘŢࡅ�æĝ÷Ûěݐ7ĕ6⅙⅔⅏Ⅱ7ùӝढਘüл΄ࡅʤࡅøĀ�6ݯ
ĨŒŮŊħüЈè÷�ęě߶Õ൛ͦģѯĒĜમതüûô÷Õďê�

小学校の教科書記述 中学校の教科書記述 高等学校の教科書記述
ඍ൛
եहÿ͑ݲाùඍ൛ÿΪܪüÛÕ÷ℹ
ࡅú×èÿ̼आࡅ�ਘ۴ދÿ؝ఐ
ĕః੧üõÕ÷лـè÷ÓĜ�

̼৽̾
û֦ښࡅ�ணեࡅ�ۋࡅ�ࡅढÿࠂ
úۋ௰ĚèÕࡅÿÓěుüõÕ÷ߢĝ÷
ÕĜ�ďðࡅ�ɞÿतÝʓࡅʂÿä
ùēÓĜûúओഫûŭĨřĽŃĨůÝÓ
ĜäùÝлـè÷ÓĜ�

※ 平成31年度版「仲間づくり」にワークシートを掲載（P.18～P.37参照）

！

���డԼ
ढÿࡅù߮ÿࡅÿʛÕ

üęĜࡅÿĐÜĚ࣠ॾ
ÿஒവࡅÝлـè÷ÓĜ�

���డԼ
ढÿࡅù߮ÿࡅÝʤউ

èûÕäùÿɺüõÕ÷
ĝ�࣠ߢ ॾæĝĜࣺÿܕâ
è÷ÓـĒüõÕ÷лڡ
Ĝ�

డԼ
ࠇ�ʤ؝ࠇÿլۑʍࡅ
ʤࠇÿढù߮Ýʛ×äù
ûúÜĚओഫûדÙు�
ϦéుÝÓĜäùüõÕ
÷лـè÷ÓĜ�
ઇઍ̾
ഫ�ûࡅÝÓĜäùģ
ড়è÷ۋ�௰ĚèàࡐÞĜ
äùüõÕ÷דÙĜમത
Ýлـè÷ÓĜ�

Ⅱ チーム学校で取り組む人権教育
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児童生徒の人権感覚を健全に育んでいくためには，「学習活動づくり」や「人間関係
づくり」と，「環境づくり」とが一体となった学校全体としての取組が望まれます。
ここでは，人権尊重の視点に基づいた環境づくりの具体的な取組例を紹介します。

１ みんなでルールをつくろう

２ あいさつから人間関係づくりをはじめよう

�κÿůࡐø�ܶॶڐࡐڻůģෝèô÷৺ĒĜäùüęěۋ�ऒÿՊൖģ
ऎ݃êĜʇвÝࡐďĝďê�

ÓÕæõģড়è÷�ևÕÿऌكģĒ×äùøۋ�ղഋയϦģϦéĜäùÝ

øÞďê�

ͥĀ�ɟ٤ÿࡐ੧Ϊׁרژுژ
ૈ౾ʤģښî×ù�6ɟ٤ૈ౾ʤ
ͥģঘ߮ࡐ�ը7ģè÷Õďêࢃ
ü�ׁ೧ࢦøɟ٤˕ü܈ěࢾĤø
Õďê�ä×èðړĀ�ঁʠÿు�
ÜĚ�6ðàæĤÿ՝вģēĚô÷
ÕĜ7ùϦ۵ÿࡔģÕðñÕ÷Õď
ê�
եר�ك੧Ϊׁñâøûà�Ӎඕ
ÿΪׁùԒè�ɟ٤˕ģଷਦæ
ì�ঁʠÿκ̱ࡅÝęěʤ࠘࣎Ěĝ
Ĝę×üĒ÷Õďê�

ঘڔাފΪׁøĀ6 ފ
ՊÿÞďě7ÿঘÿ6ĆĠĆĠըള7ࠇ
ģڊô÷�6üéÕĞį�ō7ģْࡆè�
ևÕÿęæģਯÙ×κģড়è÷ۋ�
ऒģऻࡲüêĜ߮ģʡĤøÕďê�ըള
ÿڊÕుģ��ࡐÝ�ࡐüҡÙĜû
ú�6ࠇՊÿÞďě7ģऻࡲüè÷ÕĜഫڔÝ
ՓĚĝďê�

ふわふわ言
葉でメッセー
ジを書くとい
いよ！

ފՊܶͥø6ࠇÝڻ ࠇ
ՊÿÞďě7ģْࡆèďèð�Ϊ
ׁÿ̰ĕҡۜüԑۈè÷Õďê�

おはよう
ございます。

今日も
頑張ろう！

Ⅲ 人権が尊重される環境づくり
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３ 児童生徒とつながろう

４ 意見の相違を改善につなげよう

×ûëÞûúÿ܊ృģയÕ÷УěਨÕڙ�ÕģʲÞݎêäùÝऻࡲøê�

̵ॿЁÿʛÕÜĚ֕ͦĕ୫Ýࡐďĝďê�äÿę×û߈Ā�ŅŧŷĽùד
Ù�ҡڗÜĚ6ෝÕ7ûúģࢾڇđäùÝऻࡲøê�

⌽ۋऒҒ␃␙ࡐ⏞␙ר⌌⏜⏠ڛ␆ړ⌾
ȍ ⏚␢⏤␀⏞⌒⏢␇␠⏞⌒
⍁Ϧ۵␜⏚⏜⏭⏼ըള␃⏿⏥␣⍂

Ȏ ⏠⏻␐⌒ ⍁ۋղה৺⏱␣ړ⍂
ȏ ⏱⏬⏜⌒⏜⏜␅⌒ ⍁ऒ۴ה৺⏱␣ړ⍂
Ȑ ⏞⏞ ⍁⏧प ⍂ੇ
ȑ ⌒⏞ڙ⏞⏫␇ڦ ⍁ۋ௰␆ד⏠ը⏠␣⍂
Ȓ ␂␣␓␁⌒ ⍁ܕത⌎ҒϦ⏿⏥␣ړ⍂
ȓ ⑾⑩⌒ ⍁Іʛ⏠⏾␚අ⏜ʇв⍂
Ȕ ऻ߂⌑ ⍁ړ⏞⏩ݳ␃ࢩۋ⍂
ȕ ҡ⏠⏾ ⍁௰⏣␡␂⏜⏫␀௰⏣␡␂⏜␀ը⏠␣⍂
Ȗ ঀ␢⏷⏜⌒ ⍁܇ढਘ␃Ϊ␎ړ⍂

ɜѥؐږৱࢆમঘΪׁøĀ�6ۋऒҒüĒڛÙÕר�Ēࡐ×ÿ7ړ
ģℾℽÿӝढਘûړüďùĒࡐ�Ýૈߋਘüʍۑè÷ࡐκêĜę×ü܈ěࢾĤø
Õďê�îÿԵ̀ࡐ�Āߨۋģēô÷ךêĜړÝՓĚĝĜę×üûě�ďð
ҡڗĀࡐʤࠇʤࠇģ్ĒĜೌ߈ÝࣳÙ÷Þďèð�îè÷ࡐ�ڐÝΪĄ
�üēõûÝěďèð߁ÝࣳÙ÷Þðäùø�Ϊඋ֦ړ×

えっへん！
発表頑張りま
した！

ࠟাӴ೮ঘΪׁøĀࡐ�ÝΪׁø
эüڙôðäùĕവౠģݯÕ÷ĝĜʍ
Փପģࡷঈè÷Õďê�
�ͥÝʍՓପÿঘģ৺ЬਘüΠèࡐ
æĝðʍՓüõÕ÷Āࡐ�ͥ౾Ý
त̔ٚģෝèÕ�Ϊׁࡐκÿ֦߁üೲ
÷ĚĝĜę×ü܈ěࢾĤøÕďê�

6೧ඥĀ�èôÜěêĊÞñ�7ù
Õ×ʍՓݯüतè÷ࡐ�ͥೲʯĀ
ׁ೧ࢦüô÷�ਾׁêĜࡐü೧
ඥģծĄίâĜäùüèďèð�
ä×èðκüęě�ׁ೧ÿࢦø
òڡďô÷ඥģêĜࡐÝओàû
ěࡐ�ͥೲʯÿۋղ֢උϦÝרĒ
Ěĝďèð�

なるほど！
そんな工夫があ
ったんだ！

Ⅲ 人権が尊重される環境づくり
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５ 設営で自尊感情を育もう

６ 整った環境で人権教育を進めよう

�üæĝ÷ÕĜ7ùϦéďêࡲ௰ÝऻۋĕഅॕüĒĚĝĜù�6ڗ௰ÿْரÝ�ҡۋ

èÿక̱üēвàäùދ�ÿ߮ēൌòগÞࡐڻ�ôðϴҙø͕åìāࡈ

ÝøÞďê�

ಏَږಏَފΪׁøĀ�Ϊׁࡐ
κÿঘø�അॕÜĚϦ۵æĝðäù
ģളôĂÿയڨüݯÞđ6ÓěÝ
ù×ÿ7öàěü܈ěࢾĤøÕď
ê�ളôĂüĀ�6ʤݭüటģߣĊ
÷àĝ÷ÓěÝù×7�6ʤݭüകĤ
øàĝ÷ÓěÝù×7ûúÿըളÝ
�Üĝ÷Õďêݯ

ʽՉऐѥފژঘΪׁøĀ�6ࠇՊ
üЈêĜқৄܳІ�ԸІķ�Ŏ�7ģ
ࡐڻঈè÷Õďê�ďð�ҡۜÿࡷ
ÿْரüĀ�ҡڗÝ6Óûðÿвڿ
òÝęàਯĠěďèð7ûúÿުځ
ÿķťŷŌģĝ÷Õďê�

ऻَাऻَঘΪׁøĀ�݂ζěఘࡆü
ęĜವըْҴģড়èðϴҙࡈü܈ěࢾĤ
øÕďê�ďðࡐ�Ā�ѻૉŕŇĳÿࡈ
൛ĕŌĨŰÿĽŮŇŕ�Ӯପ�υड़੧ÿࡈ
൛ࡈનüĒ÷Õďê�ä×èðΪׁࢪढ
øÿʤढϦÿÓĜࢾ܈üęô÷ࡐ�Āൌ
òগÕðΪׁࡐκģ࣭ô÷Õďê�
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７ チーム学校は情報共有からはじめよう

８ 保護者や地域と共に人権意識を高めよう

�ÝøÞښÜûؽషģҒഋêĜäùø�լü̔éðÞĒߌÿࠇʤࠇʤࡐڻ

�ദüõûÝěďêרÿߌऎϦۋÿࡐڻ

ͽÜĝðΪׁüêĜäùø�̼৽ĕঁʠÜĚÿߌషÝઌĕêàûěďê�

ૈঈږÿૈіঘΪׁӔøĀ�ঁ ʠü
ÛâĜࠇՊҡʡÿࠞࠄģ࠘ĜðĒü�
ЯЈ�ΪׁЈԂ۴�Ϊׁ˕˚Ҕђࡇך
ͥʉʯüęĜࠇՊҡʡࣣͥࠄࠞђ
ģͽةè÷Õďê�

途中省略

ૡ՞ഺ֖ΪׁøĀڻ�ࡐüԂĜߌషģլښࠇڳൽùè÷лـè�ҡ
�ң੧ÝߑÿࡆൽüĀ�ЈԂЯЈùÿԒĕڳʯІøҒഋè÷Õďê�îÿߠ
ÞĒؽÜüлෙæĝ÷Ûě�ҡߠʯÝîÿߌషģРü�լü̔é÷ඡďèðě�
ęæģ్ĒðěêĜäùøڻ�ࡐÿۋऎϦߌģʡĤøÕďê�

æõďাˠ೮ފΪׁøĀ�6ࠇ
Պොҡʡñęě7ģଷךè�Ϊׁ
üÛâĜࠇՊҡʡÿࢾ܈ģడ֖۴
üࡺೀè÷Õďê�

友達と上手に
コミュニケー
ションがとれ
るようになっ
てきたなぁ。

人権 啓発
の「のぼり
旗」を作成
しよう。

Ⅲ 人権が尊重される環境づくり
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